
酒田市電子入札運用基準 

 

 

（趣旨） 

第 1 条 この基準は、酒田市が発注する建設工事の請負並びに建設工事に係る設計、測量、調

査及びコンサルタントに係る業務委託（以下「建設工事の請負等」という。）に係る電子入札

の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第 2 条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 電子入札        電子入札システムによる入札をいう。 

(2) 電子入札システム    酒田市契約規則（平成 17年市規則第 58号。以下「規則」と 

いう。）第 17条第 3号に規定する電子入札システムをいう。 

(3) ＩＣカード       電子署名及び認証業務に関する法律施行規則（平成 13年総務 

省、法務省、経済産業省令第 2号）第 4条第 1号に規定する電 

子証明書を格納したカードをいう。 

 

（対象） 

第 3 条 建設工事の請負等に係る入札については、原則電子入札システムにより執行するもの

とする。 

2 建設工事の請負等に係る見積の徴収並びにその他業務委託に係る入札及び見積の徴収につ

いては、電子入札システムにより執行することができるものとする。 

 

（利用者登録） 

第 4 条 電子入札に参加しようとする者（法人にあっては、代表者又は代表者から契約に関し

必要な権限について委任を受けた者。以下「受任者」という。）は、あらかじめ電子入札に使

用可能なＩＣカードにより、電子入札システムによる利用者登録を行わなければならない。 

2 電子入札に参加しようとする者又は電子入札参加者（以下「電子入札参加者等」という。）

は、前項の規定により登録した事項について変更が生じた場合には、直ちに電子入札システ

ムによる利用者登録を変更しなければならない。 

 

（共同企業体における特例） 

第 5 条 電子入札参加者等が共同企業体（酒田市特定建設工事共同企業体運用基準（平成 8 年

4月 1日施行）に定める共同企業体をいう。以下同じ。）の場合においては、当該共同企業体

の代表構成員の代表者又は受任者が取得したＩＣカードを使用して、前条の規定による手続

きを行うものとする。 

2 前項の場合において、共同企業体の代表構成員以外の構成員は、電子入札に関し必要な権限



を当該共同企業体の代表構成員の代表者又は受任者に委任する旨を記載した委任状を市長に

提出しなければならない。 

 

（紙入札を認める場合の基準等） 

第 6条 電子入札参加者等は、電子入札に係る公告（規則第 19条の規定による公告をいう。以

下同じ。）の日又は指名通知の日から公告において指定する日又は市長の指定する日までの間

に、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、紙入札（見積り合わせ）参加承諾願（別記様

式第 1号）を市長に提出し、電子入札によらない入札（以下「紙入札」という。）の参加を申

し出ることができる。 

(1) 電子入札参加者等の使用に係る電子計算機の障害等により、電子入札案件（規則第 17条

第 3号に規定する電子入札案件をいう。）に係る入札期間の末日までに電子入札システム

を使用した入札手続を行うことが困難である場合 

(2) ＩＣカードが失効、破損等により使用できなくなった場合 

(3) ＩＣカードの（再）発行申請中である場合 

(4) その他、市長が認めた場合 

2 市長は、前項の承諾願が提出された場合には、入札手続に支障がないと判断したときに限り、

紙入札の承諾をすることとし、その旨の通知を当該承諾願を提出した者に対し行わなければ

ならない。 

3 市長は、前項の規定により紙入札の承諾をしたときは、これに係る者を紙入札により入札に

参加する者（以下「紙入札参加者」という。）として電子入札システムに登録するものとする。

この場合において、紙入札参加者は、規則第 25条第 1項に規定する入札の要領に基づき入札

を行わなければならない。 

4 市長は、紙入札参加者に対し、当該電子入札案件について電子入札システムの使用を認めな

いものとする。 

 

（電子入札システム障害時における対応等） 

第 7 条 市長は、契約担当部署の使用に係る電子計算機（以下「本市の電子計算機」という。）

又は電子入札システムの障害等により、電子入札を行えないときには、当該電子入札の延期、

紙入札への移行等適切な措置を講じなければならない。紙入札に変更した場合、入札書が既

に全部又は一部提出されたものは、電子入札システムによる入札書か紙による入札書かを問

わず、すべての入札書を無効とし、全入札参加者より紙入札書を別途提出させるものとする。

この場合において、市長は、当該措置を講じた旨を速やかに本市のホームページへの掲載を

行うとともに、電子入札参加者等に対し必要な事項を通知するものとする。 

 

（公告等） 

第 8条 一般競争入札に係る電子入札の場合における規則第 19条の規定による公告は、同条の

規定に基づき、入札手続を電子入札システムにより行う旨を加えて行うものとする。 

2 指名競争入札に係る電子入札の場合における規則第 28 条第 2 項の規定による指名競争入札



参加者への通知は、電子入札システムにより行うものとする。ただし、電子入札システムによ

り通知できない場合は、書面により通知するものとする。 

 

（一般競争入札参加資格確認申請） 

第 9条 一般競争入札に係る電子入札の場合における規則第 20条第 2項の規定による一般競争

入札参加資格確認申請は、電子入札システムにより行うものとする。ただし、紙入札参加者

については、一般競争入札競争参加資格確認申請書（別記様式第 2 号）を契約担当部署に提

出するものとする。 

2 市長は、前項の規定による申請があったことを確認したときは、電子入札システムにより受

付票を発行するものとする。ただし、紙入札参加者については、他の方法により受付票を発

行するものとする。 

 

（競争参加資格確認通知） 

第 10条 市長は、前条第１項の規定により申請をした申請者に対し入札参加資格に関する通知

を電子入札システムにより行うものとする。ただし、紙入札参加者については、書面により

通知するものとする。 

 

（入札の手続き） 

第 11条 電子入札は、電子入札システムにより入札金額、くじ入力番号を入力するとともに積

算内訳書を添付し、本市の電子計算機に送信することにより行うものとする。ただし、紙入

札参加者については、入札書（別記様式第 3 号）及び積算内訳書を契約担当部署に持参しな

ければならない。 

2 電子入札の受付期限は、開札日の前日（当該日が、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する

法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日（以下「休日」という。）に当たる場合にあ

っては、その直前の休日でない日）の正午までを基準として公告又は指名通知書において定

める。紙入札の場合も同様とする。 

3 契約担当者等は、第 1項の送信の到達を確認したときは、速やかに電子入札システムにより

受付票を発行するものとする。ただし、紙入札参加者については、他の方法により受付票を

発行するものとする。 

4 電子入札参加者等は、第 1項に規定する事項について、いかなる場合においても書換、差換、

取消又は撤回をすることができない。 

5 電子入札参加者等が、第 2項の受付期限までに、第 1項の規定による手続きを行わなかった

場合には、当該入札につき不参加とみなす。 

 

（入札の辞退） 

第 12条 電子入札参加者等は、入札を辞退する場合は、開札までに原則として電子入札システ

ムにより入札辞退届を提出するものとする。ただし、紙入札参加者については、入札辞退届

（別記様式 4号）を契約担当部署に提出しなければならない。 



（開札の手続き） 

第 13条 契約担当者は、電子入札システムを使用して開札するものとする。 

2 前項の規定による開札は、電子入札参加者のうち、開札の立会を希望する者及び当該入札事

務に関係のない職員を立ち合わせるものとする。 

3 契約担当者等は、本市の電子計算機に表示される入札結果を確認し、落札者を決定するもの

とする。 

4 落札となるべき価格の入札をした者が 2人以上あるときは、電子くじにより落札者を決定す

る。 

5 前項の場合において、落札となるべき価格の入札をした者のうちくじ入力番号を選択しない

ものがあるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじ入力番号を選択さ

せるものとする。 

6 契約担当者は、落札者を決定した際には、速やかに当該案件に係る電子入札参加者に対し電

子入札システムを使用して通知するものとする。ただし、紙入札参加者については、書面に

より通知するものとする。 

7 開札の結果、落札者が決定しない場合には、電子入札システムにより、必要な事項を通知す

るものとする。ただし、紙入札参加者については、書面により通知するものとする。 

 

（無効の入札） 

第 14条次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(1) 有効な電子証明書を取得していない者がした電子入札 

(2) 電子入札と紙入札を併せて行った者のした入札 

(3) 紙入札の承諾を得ていない者のした紙入札 

(4) 所定の日時までに本市の電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされない入札 

(5) その他、入札の条件等に違反した入札 

（電子ファイル送信文書の作成基準） 

第 15 条 電子入札システムにより電子ファイル文書を提出する際に使用するアプリケーショ

ンソフト、保存する電子ファイルの形式及び圧縮形式は、別に定める。 

 

（実施細目） 

第 16条 この基準の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。 

 

（電子入札システムによる見積り合わせの取扱い） 

第 17 条 電子入札システムによる見積り合せの手続きについては、前条までの規定を準用す

る。ただし、第 11 条第 1 項中「入札書（別記様式 3 号）」とあるのは「見積書（別記様式 5

号）」と読み替える。 

 

附則 

この基準は、令和 4年 2月 1日から実施する 



別記様式第１号 

年  月  日 

 

酒田市長   あて 

住    所 

商号又は名称 

代 表 者 名              ㊞  

 

紙入札（見積り合わせ）参加承諾願 

 

下記の案件に係る入札（見積り合わせ）については、下記の理由により、電子入札システムを

使用して参加することができないので、紙入札（見積り合わせ）による参加を承諾願います。 

 

記 

 

１ 案 件 名 

２ 開札（見積り合わせ）日      年  月  日 

３ 電子入札システムにより参加することができない理由（下記のいずれかに○を付け、具体

的な状況を記載） 

 

□電子入札参加者等の使用に係る電子計算機の障害等により、電子入札案件に係る入札

期間の末日までに電子入札システムを使用した手続きを行うことが困難である。（酒田

市電子入札運用基準第 6条第 1項第 1号） 

 

□ＩＣカードが失効、破損等により使用できない。（同運用基準第 6条第 1項第 2号） 

 

□ＩＣカードの（再）発行申請中である。（同運用基準第 6条第 1項第 3号） 

具体的な状況 

    

    

    

   □その他、市長が認めた場合。（同運用基準第 6条第 1項第 4号） 

 

紙入札（見積り合わせ）参加承諾通知 

□上記について承諾します。 

今後は、当該案件について電子入札システムを使用した手続は行わないこと。 

紙入札（見積り合わせ）に係る手続きは、公告又は指名通知書に基づき行うこと。 

□上記について次の理由により承諾しません。 

理由：                                

年  月  日 

酒田市長        □印



別記様式第２号(電子入札案件における紙入札参加者の競争参加資格申請書) 

 

一般競争入札競争参加資格確認申請書 

 

年  月  日 

酒田市長   あて 

 

住    所 

商号又は名称 

代表者氏名               ㊞ 

 

下記の工事に係る一般競争入札に参加したいので申請いたします。 

 

記 

 

１ 案  件  名  

 

２ 開  札  日       年  月  日 

 



記様式第３号(電子入札案件における紙入札参加者の入札書) 

 

入   札   書 

年  月  日 

 

酒田市長   あて 

 

住    所 

商号又は名称 

代表者氏名               ㊞ 

 

酒田市契約規則及び関係書類を承諾のうえ、下記のとおり入札いたします。 

 

記 

 

１ 案 件 名  

 

２ 入 札 金 額                   円 

 

３ 入札保証金                   円 

 

４ くじ入力番号       

         ※０００から９９９までのうちの任意の整数を記入すること。 

 

(注)本書は封筒に入れ、封筒の表面に「入札書」の文字、案件名、住所及び氏名を記載し、封印

すること。 

 

 

   



別記様式第４号(入札辞退届) 

入 札 辞 退 届 

 

 

 

件名                     

 

 

上記について、都合により入札を辞退します。 

 

 

        年  月  日 

 

 

住    所 

商号又は名称 

代表者氏名                印 

 

 

 

 

  酒田市長 あて 

 

 

 



別記様式第５号(電子見積り合わせ案件における紙見積り合わせ参加者の見積書) 

 

見   積   書 

年  月  日 

 

酒田市長   あて 

 

住    所 

商号又は名称 

代表者氏名               ㊞ 

 

酒田市契約規則及び関係書類を承諾のうえ、下記のとおり見積いたします。 

 

記 

 

１ 案 件 名  

 

２ 入 札 金 額                   円 

 

３ 入札保証金                   円 

 

４ くじ入力番号       

         ※０００から９９９までのうちの任意の整数を記入すること。 

 

(注)本書は封筒に入れ、封筒の表面に「入札書」の文字、案件名、住所及び氏名を記載し、封印

すること。 

 

 

 

   


